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序

　我が国が誇る世界文化遺産の一つでもある姫路城は、江戸時代の初めに五重六階、地下一階の大天守

が築かれ、以来、約400年にもわたって歴史を刻み続けてきました。また最近では、平成の大修理によ

り「白鷺城」の別名に相応しい白亜の大天守が蘇って話題になったことも記憶に新しいところです。

　本書は、外曲輪の北側に位置する町人地である綿町における発掘調査報告書です。当時の綿町には西

国街道が通り、幕末には姫路藩御切手会所や御国産木綿会所が設置されるなど、経済の中心地の一つで

あったことが知られています。今回の調査では町家に関する各種の意向を確認しました。また、その下

層では「播磨国府」の時代の瓦が出土するなど、当地が古くから重要な地であったことが明らかになっ

ています。

　最後になりましたが、今回の発掘調査の実施にあたり、多大なご協力を賜りました事業者をはじめ、

関係各位に心から御礼申し上げます。

例　言
１　本書は、姫路市綿町で実施した姫路城城下町跡（県遺跡番号020169）の発掘調査報告書である。

２　発掘調査は、姫路市綿町81番、82番、83番、84番における店舗建設工事に伴い、事業者と委託契約を締結し、姫

路市埋蔵文化財センターが実施した。現地での発掘調査は、姫路市埋蔵文化財センター福井 優が担当した。

３　発掘調査と報告書作成の費用は、事業者の負担による。

４　発掘調査は、平成29年 5月16日から同年6月17日にかけて実施した。調査面積は247㎡である。

５　本書の編集・執筆および遺構・遺物の写真撮影は福井が行った。

６　本報告にかかわる調査の記録、出土遺物などは、すべて姫路市埋蔵文化財センターで保管している。

凡　例
１　発掘調査で行った測量は、世界測地系（測地成果2000）に準拠する平面図直角座標系第V系を基準とし、数値はｍ

単位で表示している。

２　本書で用いる標高は東京湾平均海面（T.P.）を基準とし、使用する方位は世界測地系の座標北である。

３　本書に掲載した地形図は、姫路市基本地形図を使用した。

４　近世姫路城は、文化財保護法による「特別史跡姫路城跡」と周知の埋蔵文化財包蔵地「姫路城城下町跡」に区別さ

れている。調査次数についてはこれを区別せず、「姫路城跡第○次」としている。今回の調査のうち、確認調査は

姫路城跡第372次、本発掘調査は姫路城跡第376次とする。

５　遺構の略称は、以下のように呼称している。SK：土坑、SD：溝、SE：井戸

６　遺構・土層等の呼称は、整理に際して変更したものもある。

７　土層等の色調は、小山正忠・竹原秀雄編2003『新版　標準土色帳　25版』日本色研事業株式会社に準拠した。
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第１章　調査の経緯
第１節　調査に至る経緯
　平成29年（2017年）に姫路市綿町81番、82番、83番、84番において、店舗の建設工事（対象面積約480.96㎡）が計画さ
れた。当該地は周知の埋蔵文化財包蔵地である姫路城城下町跡（県遺跡番号020169）に該当する（図１）。事業者より文化
財保護法第93条に基づく届出が提出されたため、姫路市教育委員会生涯学習部文化財課において遺跡の取り扱いについ
ての協議が行われた。そこで、まずは事業地内の遺跡の状況を把握するために平成29年２月28日から同年３月１日にか
けて確認調査を実施した（遺跡調査番号20160524）。調査の結果、設定した４箇所すべての調査区において第２次世界
大戦末期の空襲による戦災焼土が残存しており、その下に礎石と思われる石材をはじめ、大型の土坑などの遺構を確認し、
近世の陶磁器などの遺物が出土した。
　事業地内に遺跡が存在することが判明したため、兵庫県教育委員会からの発掘調査の通知に基づき、工事の掘削によ
り遺跡に影響が及ぶ建物基礎や地中梁などの範囲247㎡を本発掘調査の対象とした。調査に際して、姫路市と事業者で委
託契約を締結し、姫路市埋蔵文化財センターが現地調査や整理作業等を実施した（遺跡調査番号20170067）。
　本発掘調査・整理作業の体制は以下のとおりである。

第２節　姫路城城下町における今回の調査地の位置
　今回の調査地である姫路市綿町は、姫路城大天守の南南西約810ｍ、惣社門から中堀を渡った西側に位置し、宝暦年間

（1751～1753年）の「姫路城下諸町絵図集」（『姫路市史』第3巻付図）によると、山陽道の両側約284ｍの範囲には50軒の屋
敷が続いていたという。また、今回の調査地は宝暦年間には七右衛門という人物が所有する広大な敷地〔表地口十一間一
尺五寸（約20.5ｍ）、裏行き十七間六尺（約31.1ｍ）〕の北東側に位置することがわかる。
　綿町については、『本町・綿町・元塩町旧記丁格録』によると「三丁町之儀は、往古より御城下町頭丁と被為成置、惣町よ
り御訴訟は惣代として御願奉申上来候」とあり、「頭丁」の一つ
であったという。万治三年（1660年）の『綿町地子銀帳』等の史
料から各町の地子銀高を比較した三浦俊明氏の研究によると、
綿町の地子銀高は本町に次ぐ高さであることがわかる（三浦
1997,pp18-22）。これは各町間には町割り当初から格式があ
り、それによって町が序列化されていたことを示しているとい
う。そして、城下各町の家数や地子銀高が記載された『姫路町
本家数並順町割御礼控』の末尾にも、「右之順町割御礼格式也」
と記載されている。また、調査地北側（現広島銀行敷地）に河合
寸翁によって、文化三年（1806）に姫路藩御切手会所が、同四
年に御国産木綿会所が設立されたことは（写真1）、綿町が当時
の経済の中心地であったことを物語るものといえる。

第３節　本発掘調査
　本発掘調査の対象面積は247㎡である。調査区はフーチングと地中梁の設置に伴う掘削範囲を対象としたため、図2の
ように梯子状を呈している。長辺をそれぞれ東区・西区、短辺を北から順に1区、2区、…6区とそれぞれ呼称する（図2）。
　調査は平成29年5月16日に開始した。表土や、戦災焼土を含む近現代層については主に重機による除去を行い、遺物
の採集に努めた。確認調査の成果に基づき、基本的には地山上面で遺構検出を行ったが、遺構の状況に応じて上面での
精査を実施した。それ以外の部分については地山まで一部人力を伴いながら重機によって掘り下げた。地山上面では人
力による精査を行い、検出した遺構の調査を進めながら、同年6月17日に現地調査を終了し、同20日に埋戻しを完了した。

姫路市教育委員会事務局　　
教 　 育 　 長　　　中杉　隆夫
教 育 次 長　　　名村　哲哉
生涯学習部長　　　岡田　俊勝
文 化 財 課 長　　　花幡　和宏
課 長 補 佐　　　大谷　輝彦（調整）
技　　　　師　　　黒田　祐介（調整）

姫路市埋蔵文化財センター　　　
館　　　　長　　　前田　光則
課 長 補 佐　　　岡﨑　政俊（庶務）
主　　　　事　　　岡本　武平（庶務）
係　　　　長　　　森　　恒裕（調整）
技 術 主 任　　　福井　　優（調査）
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４　井戸
　今回検出した3基の井戸はいずれも石組みで、河原石を使用している。SE1は掘方径約1.8ｍ、井側径約80cmで検出し
た高さは約12.3ｍである。板石によって蓋をされており、内部には金属製の管がみられた。本体工事の掘削深度との兼
ね合いで完掘しなかった。また、遺物はほとんど出土しなかったために、機能していた時期は不明である。SE2は掘方径
約1.9ｍ、井側径約80cmで検出高さは約12.3ｍである。井側内は大型の間知石などの石材によって埋められていた。本
体工事の掘削深度との兼ね合いで完掘しなかった。遺物はほとんど出土しておらず、使用時期等は不明である。井戸3は
石組みの南半が崩落していた。掘方径約1.8ｍ、井側径は図上復元で約90cm、検出高さは約12.1ｍであった。本井戸に
ついても完掘していない。井側内は土砂で埋め戻されていた。時期のわかる遺物は出土していない。いずれのいども検
出レベルは東区で検出した礎石下端のレベルに近いことや、その平面的な位置関係から、礎石が構成していた建物と同
時期のものである可能性がある。

５　溝
　奈良時代の溝であるSD3・4はともに幅約1ｍ、深さ約20cmで、かまぼこ状の断面を呈する。SD3･4は近世以降の削平
を受けており、必ずしも連続していないが、断面形状や方向などから両者は同一の遺構である可能性が高い（図2）。出土
遺物は平瓦・丸瓦のみで軒瓦はみられなかった（21・22）。いずれも8世紀代のものと思われる（図13）。

第３節　遺物
　今回の調査ではコンテナ（天昇電気工業製テンバコP18、約18㍑）に30箱分の遺物が出土した。
　1は施釉陶器片口の注口である（写真図版2）。2・3は丹波焼で、2は筒型の器形を呈するが、器種は不明である。3は甕
である。概ね江戸時代後期のものと思われる。4は器種不明の染付である。杯部の底に高台と思われる接合痕が残るが、
脚台とするとやや違和感が残る。発色は悪い。5～9は土師皿である（写真図版2）。径は5～8が9cm台であるのに対し、9
は8cm台と一回り小型である。底部にはいずれも糸切り痕がみえる。10は石製硯で、裏面に「豊島石製」との線刻が微か
に見える。11は土師器皿である。12・13（写真図版2）は刷毛目の施釉陶器の碗である。14は青磁碗である。15は関西
系の擂鉢、16は徳利である。17は肥前系陶器の施釉壺である（写真図版2）。18は巴紋を有する軒丸瓦の瓦当で、19は鳥
衾である。図化していないが、3区の機械掘削中にもう一点出土している。20は奈良時代の平瓦で、側面は鈍い凹・凸面
側の両方から同程度にヘラ削りを施すことにより、鈍い三角形を呈する。凹面には布目が、凸面には縄目の叩きが残る。
21は丹波焼の擂鉢である（写真図版2）。22は肥前陶器の皿で、高台は碁笥底である。23は炮烙である。口縁部は丸く収
まている。図化はしていないが、これとともに出土した個体には、口縁部のやや下がったところに2つの穿孔が残る。一
方は外面から、もう一方は内面からで貫通していない。24～26は奈良時代の瓦で
ある。24は平瓦で、側面は、凹凸両面からのヘラ削りがみえるが、凸面側からの
削りのほうがやや強い。凹面には布目が、凸面には斜格子状の叩きが残り、後者の
叩きには、斜格子の内部をX字状に分割している。25・26は丸瓦で、26は玉縁を有
する。また、東区南壁の壁面清掃中に土製模造貨が出土した（挿図1）。一分銀を模
したもので、表面にのみ型押しをし、銀彩がわずかに残る。

第３節　まとめ
　今回の調査地は、初めにふれたように近世城下町においても比較的ランクの高い屋敷地にあたる。そして、礎石や土
間の三和土などの建物、井戸、廃棄土坑と思われる大型の土坑という、これまでの姫路城城下町跡における調査成果で
明らかになっている町家の屋敷の基本的な構造を追認することができた。しかし、建物については、礎石や土間など部
分的な把握にとどまり、具体的な建物構造について具体的に復元するには至らなかった。しかし、竈を構成する燃焼部
を数基確認するなど、今後、当該地域における町家建物の内部構造を復元するうえで、重要な成果を得ることができた。
竈については構造こそ異なるが、江戸時代前半（17世紀代）のものを同じ綿町内で確認している（中川編2017）。また、
SD3・4やSK36では布目瓦が出土していることから、調査地、もしくは付近に奈良時代の瓦葺建物が存在していたことが
窺える。近年では、平野町で実施した姫路城跡338次調査（黒田編2017）のように、従来把握されてきた本町遺跡よりも
広範囲に古代の瓦葺建物が存在していたという調査成果が得られつつあり、今回の調査成果もそれを補強するものである。

【引用・参考文献】三浦俊明1997『譜代藩城下姫路の城下町』清文堂、姫路市史編集専門委員会編1991『姫路市史』第三巻　本編　近世Ⅰ　姫路市黒田祐介
編2017『姫路城城下町跡-姫路城跡第338次発掘調査報告』姫路市埋蔵文化財センター調査報告第43集　姫路市教育委員会、中川猛編2017『姫路城城下町
跡-姫路城跡第343次発掘調査報告書-』姫路市埋蔵文化財センター調査報告第44集　姫路市教育委員会
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